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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
友
好
協
力
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
五
号

（
衆
議
院

）

送
付
）
要
旨

こ
の
条
約
は
、
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
十
一
年
）
二
月
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
バ
リ
島
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）
首
脳
会
議
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
同
年
六
月
発
効

。
こ
の
条
約
の
作
成
当
初
は
、

）

東
南
ア
ジ
ア
の
国
の
み
が
締
結
で
き
る
条
約
で
あ
っ
た
が
、
二
度
の
改
正
に
よ
り
二
〇
〇
〇
年
（
平
成
十
二
年
）
に
東
南
ア
ジ

ア
以
外
の
国
の
加
入
手
続
が
整
備
さ
れ
た
。
我
が
国
は
、
二
〇
〇
三
年
（
平
成
十
五
年
）
十
二
月
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
日
・

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
特
別
首
脳
会
議
の
際
に
、
我
が
国
が
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
意
図
を
有
す
る
旨
の
宣
言
を
発
出
し
た
。

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
二
十
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
条
約
は
、
締
約
国
の
強
化
、
連
帯
及
び
関
係
の
緊
密
化
に
寄
与
す
る
締
約
国
の
国
民
の
間
の
永
久
の
平
和
、
永
遠
の

友
好
及
び
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
、
締
約
国
は
、
そ
の
相
互
関
係
に
お
い
て
、
次
の
基
本
原
則
、
す
な
わ
ち
、
①
す
べ
て
の
国
の
独
立
、
主
権
、
平
等
、
領
土

保
全
及
び
主
体
性
の
相
互
尊
重
、
②
す
べ
て
の
国
が
外
部
か
ら
干
渉
さ
れ
、
転
覆
さ
れ
又
は
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
国
家
と
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し
て
存
在
す
る
権
利
、
③
相
互
の
国
内
問
題
へ
の
不
干
渉
、
④
意
見
の
相
違
又
は
紛
争
の
平
和
的
手
段
に
よ
る
解
決
、
⑤
武

力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
の
放
棄
、
⑥
締
約
国
間
の
効
果
的
な
協
力
を
指
針
と
す
る
。

三
、
締
約
国
は
、
締
約
国
を
相
互
に
結
び
付
け
て
い
る
伝
統
的
、
文
化
的
及
び
歴
史
的
な
友
好
、
善
隣
及
び
協
力
の
関
係
を
発

展
さ
せ
及
び
強
化
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
、
並
び
に
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義
務
を
誠
実
に
履
行
す
る
。
締
約
国
は
、
締
約
国
間

の
一
層
緊
密
な
理
解
を
促
進
す
る
た
め
、
締
約
国
の
国
民
の
間
の
接
触
及
び
交
流
を
奨
励
し
及
び
容
易
に
す
る
。

四
、
締
約
国
は
、
経
済
、
社
会
、
文
化
、
技
術
、
科
学
及
び
行
政
の
分
野
に
お
い
て
並
び
に
地
域
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び

安
定
に
つ
い
て
の
共
通
の
理
想
及
び
願
望
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
共
通
の
関
心
事
項
に
関
し
て
、
積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と

を
促
進
す
る
。
締
約
国
は
、
こ
れ
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
平
等
、
無
差
別
及
び
互
恵
の
原
則
に
基
づ
き
、
多
数
国
間
及
び

二
国
間
で
最
大
の
努
力
を
払
う
。

五
、
締
約
国
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
繁
栄
し
た
及
び
平
和
な
共
同
体
の
基
礎
を
強
化
す
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
経
済
成
長

の
促
進
の
た
め
に
協
力
す
る
。

六
、
締
約
国
は
、
社
会
正
義
を
実
現
し
及
び
地
域
の
人
々
の
生
活
水
準
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
経
済
協
力
を
強
化
す
る
。

七
、
締
約
国
は
、
社
会
、
文
化
、
技
術
、
科
学
及
び
行
政
の
分
野
に
お
け
る
訓
練
及
び
研
究
の
手
段
に
よ
っ
て
相
互
に
援
助
を
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提
供
す
る
よ
う
努
め
る
。

、

、

、

。

、

八

締
約
国
は

地
域
に
お
け
る
平
和

調
和
及
び
安
定
を
一
層
促
進
す
る
た
め
協
力
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
る

こ
の
た
め

締
約
国
は
、
そ
の
見
解
、
行
動
及
び
政
策
を
調
整
す
る
た
め
、
国
際
的
及
び
地
域
的
な
問
題
に
関
す
る
相
互
の
定
期
的
な
接

触
及
び
協
議
を
維
持
す
る
。

九
、
締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
の
政
治
的
及
び
経
済
的
な
安
定
、
主
権
又
は
領
土
保
全
に
対
す
る
脅
威
と
な
る
活
動
に
は
、
い

か
な
る
方
法
又
は
形
態
に
よ
っ
て
も
参
加
し
て
は
な
ら
な
い
。

十
、
締
約
国
は
、
自
国
の
主
体
性
を
保
持
す
る
た
め
外
部
か
ら
の
干
渉
及
び
内
部
に
お
け
る
転
覆
活
動
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
自
国
の
理
想
及
び
願
望
に
従
い
、
政
治
、
経
済
、
社
会
文
化
及
び
安
全
保
障
の
分
野
に
お
け
る
自
国
の
強
靭
性
を
高
め

る
よ
う
努
め
る
。

十
一
、
締
約
国
は
、
地
域
の
繁
栄
及
び
安
全
を
実
現
す
る
た
め
の
努
力
に
当
た
り
、
自
信
、
自
立
、
相
互
尊
重
、
協
力
及
び
連

帯
に
関
す
る
原
則
に
基
づ
き
、
地
域
の
強
靭
性
を
増
進
す
る
た
め
に
す
べ
て
の
分
野
に
お
い
て
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
。

十
二
、
締
約
国
は
、
自
国
に
直
接
影
響
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
紛
争
、
特
に
地
域
の
平
和
及
び
調
和
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
を
慎
み
、
常
に
締
約
国
間
で
友
好
的
な
交
渉
を
通
じ
て
そ
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の
紛
争
を
解
決
す
る
。

十
三
、
締
約
国
は
、
地
域
的
な
手
続
に
よ
り
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
、
地
域
の
平
和
及
び
調
和
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
紛
争

又
は
事
態
の
存
在
を
認
知
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
締
約
国
の
閣
僚
級
の
代
表
か
ら
成
る
理
事
会
を
常
設
の
機
関
と
し
て
設

置
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
条
約
に
加
入
し
た
東
南
ア
ジ
ア
以
外
の
国
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
が
地
域
的
な
手
続
に
よ
り
解
決

さ
れ
る
べ
き
紛
争
に
直
接
関
係
す
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。

十
四
、
理
事
会
は
、
直
接
の
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
紛
争
又
は
事
態
を
認
知
し
及
び
紛
争
の
当
事
国

に
対
し
て
あ
っ
せ
ん
、
仲
介
、
審
査
、
調
停
等
の
適
当
な
解
決
方
法
を
勧
告
す
る
。
た
だ
し
、
理
事
会
は
、
自
ら
が
あ
っ
せ

ん
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
又
は
紛
争
の
当
事
国
の
合
意
に
基
づ
き
自
ら
が
仲
介
、
審
査
若
し
く
は
調
停
を
行
う
委
員
会
と
な

る
こ
と
が
で
き
る
。
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
理
事
会
は
、
紛
争
又
は
事
態
の
悪
化
を
防
止
す
る
た
め
に
適
当
な
措
置
を

勧
告
す
る
。

十
五
、
十
二
か
ら
十
四
ま
で
は
、
す
べ
て
の
紛
争
の
当
事
国
が
当
該
紛
争
に
つ
い
て
こ
れ
ら
を
適
用
す
る
こ
と
に
合
意
し
な
い

限
り
、
適
用
し
な
い
。

十
六
、
東
南
ア
ジ
ア
以
外
の
国
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
す
べ
て
の
国
の
同
意
を
得
て
、
こ
の
条
約
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


